
小山市地区まちづくり構想の概要 

（ 西黒田下地区 ） 

名  称 西黒田下地区まちづくり構想 

対象範囲 小山市大字西黒田の一部［約８５ha］ （※整備方針総括図参照） 

まちづくりの 

基本的考え方 

□ 豊かな緑に囲まれた 快適で暮らしやすい 農あるまちづくり 

□ みんなが安全・安心 健康で長生き 人に優しいまちづくり 

□ みんなが参加 楽しく明るい ふれあいのあるまちづくり 

地区の将来像 

キャッチフレーズ 

緑とふれあい のびのび暮らせる ふるさとづくり 

－クリーン＆グリーン はぁとふる西黒田下－ 

まちづくり 

の目標 

１．土地利用に関して 

○住宅、工場、自然資源、農業環境などが調和・共生した、安心・安全で快適

な生活環境の形成 

○必要に応じた適正かつ計画的な土地利用転換の方向性の検討 

○まとまった自然資源や優良農地等の保全とまちづくりへの活用 

２．都市施設に関して 

○地区の骨格となる道路網や歩行者ネットワークなど、道路・交通体系の形成 

○道路の改善や危険な交差点の解消など、歩行者等が安全・安心して通行する

ことのできる道路空間の形成 

○地区住民の憩い交流の場となる、身近な小公園（ポケットパーク）や広場（オ

ープンスペース）等の整備 

○まとまった平地林、社寺林等の自然資源の保全と、沿道緑化等の新たな緑の

創出による、緑豊かで落ち着いたまちなみの形成 

○都市農村交流推進に向けたクラインガルテン（菜園付き週末住宅）等の整備

の可能性検討 

○防災・防犯機能の充実等による、災害に強く、安全・安心して暮らせる生活

環境の形成 

３．建築物等に関して 

○地区のまちづくりルールに基づく、都市と自然が調和した、緑豊かでゆとり

ある快適なまちなみ景観の創出 

まちづくり 

の方針 

１．土地利用の方針 

■ 自然資源や農業環境と調和・共生した、安心・安全で快適な生活環境の形

成を図ります。 

■ 必要に応じて、適正かつ計画的な土地利用転換の方向性を検討します。 

■ 自然資源や優良農地の保全とまちづくりへの有効活用を図ります。 

２．都市施設の整備方針 

①道路・交通 

■ 地区の骨格となる道路網などの道路・交通体系を形成します。 

■ 通学路など歩行者等が安全に通行できる道路空間の確保と歩行者ネットワ

ークの形成を検討します。 

■ 道路幅員の確保や舗装改良等により、安全・安心で快適な生活道路の整備

を図ります。 

■ 交差点安全対策等により危険な交差点の解消を図ります。 



まちづくり 

の方針 

（続き） 

②公園・広場 

■ 地区住民の憩いや交流の場となる身近な小公園等の配置を検討します。 

■ 平地林、社寺林等の緑地の保全・活用や新たな緑の創出により、地区その

ものが公園と感じられるような緑豊かなまちなみの形成を図ります。 

③公共公益施設 

■ 地区住民のコミュニティの活性化に寄与する公共公益施設等の活用や歴

史・文化的資源の保全・活用を図ります。 

■ 民間活力の導入による福祉施設の立地を検討します。 

④供給処理施設 

■ 上水道の計画的な整備推進を図ります。 

■ 適正な汚水処理の推進と雨水排水能力の向上等による生活環境の改善を図

ります。 

⑤その他 

■ 災害に強く、防犯・防災機能の充実した、安全・安心に暮らせるまちづく

りの推進と、地区住民による体制づくりを推進します。 

３．その他の方針 

■ 緑豊かで安全・快適な居住環境と、周辺の環境に調和したゆとりある景観

を形成するため、適正かつ計画的な建築物等の誘導を図ります。 

まちづくりの 

実現化方策 

まちづくりの実現にあたっては、主にハード面の具体的な整備を行う「事業的手

法」と、地区住民の協力を得ながら良好な市街地形成をめざす「規制・誘導的手法」

に加え、まちづくりを実践する「住民参加活動」の３つの手法を適切に組み合わせ

て進めていくことが大切です。 
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公共施設

及び公益

施設に関

する事項 

１．主要区画道路 

・必要に応じた道路幅員の確保や隅切りの改善等 

２．遊歩道 

・用水路を活用した遊歩道の整備と平地林等を活用した緑の小径の整備 

３．交差点改良 

・注意喚起のためのカラー舗装や交通安全施設等の設置 

４．公園・広場等 

・身近な小公園（ポケットパーク）や広場（オープンスペース）等の整備 

５．公共公益施設等 

・民間活力の導入による福祉施設の立地検討 

６．供給処理施設 

・上水道の整備推進 

・道路の改善に合わせた側溝等の整備 

７．その他 

・防犯灯等の防犯設備の設置 

建築物等

に関する

事項 

将来的に、本地区のより良いまちづくりを進めていくため、地区の特性や実情に

応じて、まちづくりルールの適用を検討していくこととします。また、地区まちづ

くり構想として、当面の推奨ルールを定めます。（例：建築物の用途の制限／敷地

面積の最低限度／建築物の建ぺい率と容積率／建築物の壁面の位置／建築物等の

形態又は意匠／かき又はさくの構造／現存する山林の保全など） 
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